
輸出注意事項１２第７７号・平成12･12･18貿局第２号

平成１２年１２月２７日

貿 易 局

「一般包括輸出許可等について」の一部改正について

「一般包括輸出許可等について」（平成８年９月６日付け８貿局第３７６号・輸出注意事項

８第２１号）の一部を下記のように改正し、平成１２年１２月２７日から実施する。

記

別記第５の１４の文中「ハ」を「ニ」に改める。

別記第７の５の文中「の第１号のイからハまでのすべての要件に該当するもの又は暗号特例
告示」を削る。

別記第７の６の文中「暗号特例告示の第１号のイからハまでのすべての要件に該当するもの
、」を削る。

別記第８の２５の文中「第３号イ、ロ、ニ、ホ若しくはヘ」を「第３号イ、ヘ、ト若しくは

チ」に改める。


